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して細かな配慮がされた施策を進めていくことであると思料致します。 

また、納付については、令和４年度においても 59.0％が金融機関又は税務署窓口で納付

していることを踏まえれば、近時のいわゆるキャッシュレス納付に関する税務行政のＤＸ

に関する施策は、目標達成ありきで強引に進められており、納税者に対するサービスが低下

していると言わざるをえません。国民に課せられた納税義務の履行の選択肢を狭められる

ことは、日本国憲法からも妥当な施策とは言えません。 

令和４年度税理士法改正により、税理士法第２条の３にいわゆる税理士の業務における

電磁的方法の積極的な利用その他の取り組みについて規定されましたが、その取り組みは、

納税義務者の利便の向上のためであり、利便に沿わないものについてはそもそも努力義務

はなく、ましてや我々は税務行政の推進の一旦を担う職業専門家でもありません。 

e-Taxをはじめデジタル環境の進歩は大変早いものであることは理解できますが、納税者

の利便に資するものであるか否か、そして申告納税制度の趣旨に反していないかを常に念

頭に置き、納税者のための施策が行われるよう国税庁へ強く要望していただくことを意見

申し上げます。 

以上 


